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保護者の保育所への「参加・関与」の重要性の検討
── OECD報告書『Starting Strong III』を手掛かりに──

下　方　丈　司*

１．はじめに

　待機児童対策として、保育所等の増設が進められて
いる。政府の「待機児童解消加速化プラン」では「平
成29年度末までの５年間で新たに50万人分の保育の
受け皿を確保し、待機児童解消を図る」（厚生労働省 

2016）とされ、保育士不足や、都心部の物件不足、地
域住民の反対などの困難がありながらも、2015年ま
での３年間で、新たに約31.4万人分の「保育の受け
皿」が確保された。
　このような「保育の受け皿」の拡大が進められる中
で、都心部での物件不足対応と保護者が働くための利
便性を両立する妙案として、「駅ナカ・駅近」や「高
架下保育園」などに鉄道事業者などが積極的に参入し
ている（朝日新聞 東京版 2017年３月16日）。また、
「駅前で子どもを預かり、郊外の保育所へバスで送迎
する『駅前送迎保育』」を「待機児童に悩む自治体が
導入し始めている」（日本経済新聞 2017年７月26日）
と報道されている。それは、「保育ステーション」と
いわれる分園を駅の近くに設置し、郊外の本園との間
をバスで送迎する取り組みのことである。この取り組
みが保護者に好評で、「駅前で預かってくれるので、
通勤途上に立ち寄ることができ、非常に助かる」（日
本経済新聞 2017年７月26日）と取材に応えている。
　このように「保護者が働くための利便性」が求めら
れ、保護者から歓迎されることは、都心部であること
や厳しいといわれる現在の就労環境などを鑑みれば、
必然ともいえる部分もあろう。しかし一方、この取り
組みでは、「親が保育所に出向かないため、担任の保
育士と話したり自分の目で子どもの様子を確かめたり
する機会が減ること」（日本経済新聞 2017年７月26

日）が危惧される。同記事内で、保育園を考える親の
会代表の普光院亜紀は「基本は自分の目で子どもの様
子を確かめること。できるだけ保育の現場に足を運
び、担任の保育士と話をしてほしい」（日本経済新聞 

2017年７月26日）と訴えている。
　これまでも、保護者の保育所への関与、保護者と保
育者のコミュニケーションは重要な課題と認識されて
いるとはいえない状況が指摘されている。鈴木佐喜子
は、保護者の関与は、保育現場では「『中心問題』と
いうより『周辺的な問題』として、位置づけられるこ
とが多かった」（鈴木 1999: 123）と指摘する。井口
均はその原因について、「親からの苦情などを事前に
処理し、園での保育実践や行事活動をよりスムーズに
進めるための『手段や方法』と理解されているからで
あろう」（井口 2005: 49）と述べている。
　保育所における保護者と保育者のパートナーシップ
については、すでに10年以上前から保育者や研究者
から懸念が表明されてきている。例えば、「これまで
『共育て』というスローガンを掲げながら、子育ての
パートナーとして親密な関係を構築してきた親たちと
の間に、『亀裂』のようなものが生じ始めていること
を、保育者たちは実感し始めているのです」（加藤 

2004: 15）といった指摘である。
　現在の就労状況・労働環境さらには経済状況の中で
「待機児童問題」があり、「保護者が働くための利便
性」も求められている。保護者も楽をして子育てをし
たいと思っているわけではなく、子どもに関わること
ができるだけの余裕が持てない状況がある。しかし、
「働くための利便性」への対応を行政や運営者が進め
ていく中で、就労支援の側面ばかりが保育所の役割と
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して強調され前面化し、児童福祉施設として「健全な
心身の発達を図る」（厚生労働省 2017: 2）という保
育所の役割が後景化していないだろうか。
　一方で、諸外国では保護者の保育所への関与、保護
者と保育者のコミュニケーションが重要な課題と認識
されており、その認識はさらに高まっている。例え
ば、オーストラリアの保育学生向けの教科書の第１章
が「子どもや親や他の職員とのコミュニケーション」
となっていること（大宮 2006: 192‒194）。また、ア
メリカの教育政策の一環として導入された「ヘッド・
スタート」では、「保護者の参加」が 「子どもの知的向
上」と関連づけられ、日々の保育に保護者がボラン
ティアとして参加することで保育者と保護者がパート
ナーシップを形成し、子どもにより良い保育・教育を
与えようとする取り組みが行われていること（管田 

2010）。全米 PTA協会が作成する家庭との連携のガイ
ドラインにおいて、「家庭を巻き込むこと」、さらに
「家庭とのパートナーシップの構築」へと発展してき
ていること（北野 2014）、などがあげられる。
　また、経済協力開発機構（OECD）の ECEC（Early 

Childhood Education and Care＝幼児教育・保育）に関す
る報告書『Starting Strong II: Early Childhood Education 

and Care』（OECD 2006=2011）では、保護者と保育者
の関わりの頻度が「保育の質」に確実に結びついてい
ることが指摘されている。さらに、続く報告書である
『Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood 

Education and Care』（OECD 2012a）においては、幼児
教育・保育の質を高めるために重要な政策手段の５つ
のうちの一つとして「家族と地域の関与（family and 

community engagement）」があげられている。ここで
は、幼児教育・保育にとって「保護者と地域社会は同
じ目標の達成に取り組む『パートナー』と考えるべき
である」（OECD 2012a: 12）という指摘がされている。
　さらに、EU（欧州連合）による「ECECの質枠組
みの主要原理の提案」（EU 2014）では、「保護者は最
も重要なパートナーであり、保護者の参加は欠くこと
ができない」と提案し、「保護者との関係を現実に
作っていくためには、幼児教育・保育は保護者と協力
して計画されなければならず、相互の信用と尊敬に基
づかなければならない」（EU 2014: 8）と述べている。
　日本においても、保育所における保護者と保育者の
関係、パートナーシップが子どもの成長・発達にとっ
て重要であることは、保育所保育指針でも取り上げら
れ、保育現場でも十分理解されながらも、現実には

「亀裂」が生じている。そして現在、さらに「保育の
受け皿」の拡大が進められていく中で、保護者と保育
者のパートナーシップは等閑視されている現状があ
る。
　日本の政策において、保護者の関与が取り上げられ
ることが少ない中で、『Starting Strong III』において、
先進国における政策課題の一つとして「家族と地域の
関与」があげられていることの意義は大きい。しか
し、同書は『Starting Strong II』では出版された日本語
訳の出版もなく、「家族と地域の関与」は依然注目を
集めているとはいえない。泉は「日本は1965年から
OECD加盟国でありながら、OECDの保育政策調査
（第１次調査、第２次調査）に参加しておらず、保育
関係者（自治体職員や大学研究者）も調査報告書の内
容にふれることがほとんどないのが現実である」（泉 

2017: 366）と指摘している。
　本稿では、日本において保育所における保護者1）の
参加・関与の重要性の認識が弱い現状を鑑み、OECD

の『Starting Strong III』で取り上げられている「家族
と地域社会の関与」において、保護者の保育所への参
加・関与の重要性がどのような側面で扱われているの
かを整理、検討することにより、「保護者の参加・関
与」の意義を明らかにするとともに、政策・実践にお
いて今後取り組んでいくべき課題、研究において検討
すべき課題を明らかにすることを目的とする。

２．OECD の報告書『Starting Strong』

　まず、OECDの『Starting Strong』とはどのようなも
のかについて触れておく。
　OECDは、「新しい時代における人材育成の視点か
ら、『生涯学習』の第１ステージとしての幼児教育・
保育に対して、『人生の始まりこそ力強く（Starting 

Strong）』（幼児教育・保育への投資は、重要な社会目
標の達成に貢献する）と就学前の保育・教育に熱いま
なざし」（泉 2008: 14）を注いでいる。OECD教育委
員会は1998年３月に幼児教育・保育に関する調査プ
ロジェクトを発足し、政策的な課題の分析を行い、そ
の結果を2001年から2017年までに『Starting Strong』
と題した５つの報告書として出版している。
　最初の報告書である『Starting Strong: Early Childhood 

Education and Care』（OECD 2001）では、OECD加盟
国のうちの12カ国の幼児教育・保育に関する主要な
政策動向と課題の比較分析を行い、８つの政策原理を
導き出し、それぞれの国の状況に合わせたアプローチ
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や政策オプションを提案している。
　続く2006年の『Starting Strong II: Early Childhood 

Education and Care』（OECD 2006=2011）では、20カ
国が調査に参加し、前報告書の８つの政策原理ごとに
章を立て、さらに内容を深めている。同書は日本語訳
も出版され、日本国内でも注目を集めた。
　本稿で主に取り上げる、2012年の報告書『Starting 

Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood 

Education and Care』（OECD 2012a）は、日本も一部の
調査に参加し、特に幼児教育・保育の「Quality（質）」
に焦点を絞り、幼児教育・保育の質を改善・向上する
ために有効な５つの政策手段をあげ、分析している。
　2015年の『Starting Strong IV: Monitoring Quality in 

Early Childhood Education and Care』（OECD 2015）で
は「質」の向上のためのモニタリングについて、2017

年の『Starting Strong V: Transitions from Early Childhood 

Education and Care to Primary Education』（OECD 2017）
では幼児教育・保育から小学校への移行に焦点が当て
られている。

３．『Starting Strong III』（OECD 2012a）2）

　『Starting Strong III』では、『Starting Strong II』の報
告を踏まえて、中でも特に「幼児教育・保育の質」に
焦点を絞り、先行研究で明らかになっていることのレ
ビュー、各国の取り組みの調査・比較を行っている。
本稿では、先行研究レビューの部分から「保護者の関
与」の重要性について述べられている内容を検討する。
　『Starting Strong III』では、「幼児教育・保育の質」
に焦点を絞ることの意味について、以下のように述べ
ている。「幼児教育・保育は子ども、両親、そして社
会に幅広い恩恵をもたらすことができる。しかし、そ
の恩恵の大きさはその「質」によって条件づけられる
……質に気を配らずにサービスへのアクセスを拡大し
ても、子どもにとって良い達成や社会の長期的な生産
性の便益は得られないばかりか、子どもの発達に永続
的な悪影響を及ぼす可能性がある」（OECD 2012a: 9）。
　政府にとっての「幼児教育・保育の質」の改善と
は、必要なプログラム基準がそれに適した場にあるの
を保障すること、また、政府の目標に沿って子どもた
ちが発達し学習するのを保障することを意味する
（OECD 2006=2011: 146）。
　一つ前の報告書である『Starting Strong II』では「幼
児教育・保育の質」の側面として以下の７点をあげて
いる。

表１　『Starting Strong II』の幼児教育・保育の質

①　指向性の質
②　構造上の質
③　実践の教育理念
④　相互作用あるいはプロセスの質
⑤　実施運営の質
⑥　子どもの達成の質あるいは成績の基準
⑦　親・地域への支援活動と参加に関する妥当な基準
OECD 2006=2011: 147‒9を要約

　『Starting Strong III』では、このような保育の質を改
善・向上するために有効な政策手段として以下の５つ
をあげている

表２　『Starting Strong III』の５つの政策手段

①　質に関する目標と規制の設定
②　カリキュラムと基準の設計・実施
③　資格、訓練、労働条件の改善
④　家族と地域社会の関与
⑤　データ収集、調査研究、モニタリングの推進
OECD 2012a: 9

　日本はこの５つの政策手段のうち、③の「資格、訓
練、労働条件の改善」を重視している、と OECDは
指摘している（OECD 2012b: 9）。このことについて池
本美香は、「日本では、親は保育サービスの利用者、
支援の対象とみなされ、よって保育の質は保育者に
よって決まると考えられる傾向がある」（池本 2016: 

2‒3）ことを背景に「日本において、保育の質との関
連でほとんど話題になっていないのが④の家族や地域
の参画」（池本 2016: 2）である、と指摘している。
　『Starting Strong III』では、「保護者と地域社会は同
じ目標の達成に取り組む『パートナー』と考えるべき
である」（OECD 2012a: 12）と述べ、各国の先行研究
に基づいて、「保護者の関与」の重要性を以下のよう
に強調している。
　　保護者の関与は、健全な子どもの発達と学習を促

進する重要な政策手段となっている。保護者が子
どもの教育に関与することが基本的権利であり、
義務であるという認識がある。保護者とのパート
ナーシップは、子どもに関する幼児教育・保育ス
タッフの知識を高める上で非常に重要である。さ
らに、家庭での高品質な子どもの学習や幼児教
育・保育スタッフとのコミュニケーションにおけ
る保護者の関与は、子どもの学業成績、高校の修
了、社会的感情の発達および社会の適応に強く関
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連していることが研究によって示されている。
 （OECD 2012a: 217）
　そして、「現在の幼児教育・保育の課題は、保護者
が幼児の発達に果たす重要な役割を受け入れ、可能な
限りサービスに参加させることである」（OECD 

2012a: 219）と指摘している。
　以下では、『Starting Strong III』で指摘されている保
護者の関与の重要性の以下の２つの側面（OECD 2012a: 

220）について検討する。
・ 幼い子どもの教育に対する保護者の関与は基本的な
権利と義務であること

・ 幼児教育・保育サービスにおける保護者の関与が、
子どもの達成と適応を高めることが研究によって示
されていること

４．子どもの教育に対する保護者の権利

　『Starting Strong III』では、保護者の関与の重要性に
ついて、基本的な認識として「子どもの教育に対して
保護者が関与する権利と義務」があげられている。
　　幼い子どもの教育に対する保護者の関与は基本的

な権利と義務であり、OECDと UNICEFは、幼
児教育・保育のサービスは、保護者の情報を得
て、子どもに関する重要な決定に意見を述べ、参
加する権利を認めなければならないと主張してい
る。 （OECD 2012a: 220）

　この「子どもの教育に対する保護者が関与する権利
と義務」については、当然の基本的な前提として扱わ
れており、多くは述べられていない。
　この「権利と義務」について、「子どもの権利条約
（児童の権利に関する条約）」の第５条では以下のよう
に規定されている。
　　子どもの権利条約　第５条（日本政府訳）

　　締約国は、児童がこの条約において認められる権
利を行使するに当たり、父母若しくは場合により
地方の慣習により定められている大家族若しくは
共同体の構成員、法定保護者又は児童について法
的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつ
ある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を
与える責任、権利及び義務を尊重する。

　ここでは、保護者にはその子どもの「発達しつつあ
る能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える
責任、権利及び義務」があり、国にはこれを尊重する
責務があることを規定している。望月彰は「子どもの
権利条約の中でこのように父母の子育てに関する『責

任、権利及び義務』や、これを援助すべき国の責務が
明記されたことは、……子どもの権利を保障するため
の父母の『子育ての権利』が規定されているといえ
る」（望月 2009: 34‒5）と評価している。
　「子どもの最善の利益」を考慮し、「子どもの権利」
を保障するための「子どもの教育に対する保護者の権
利」という子どもの権利条約の考え方については、
「親の教育の自由ないし親の教育権の尊重の歴史的流
れに位置付けられるともいえるが、子どもの権利保障
という観点がいっそう明確になっている」（喜多 

2000: 63‒4）と評価されている。
　望月は、子どもの権利条約に基づき、「子どもの代
理人としての父母」の役割を指摘する。「権利主体と
しての乳幼児」の持つ権利として「生命への固有の権
利」・「父母に養育される権利」・「思いを受け止めても
らう権利」を前提に、子どもの権利条約第12条「子
どもの意見表明権」の第２項「児童は、特に、自己に
影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続におい
て、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又
は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会
を与えられる」を参照し、「子どもの代理人としての
父母」の役割を以下のように述べている。
　　保育所、幼稚園への入園手続きは……公的な保育

制度を利用して子どもの「保育への権利」を保障
する手続きですから、父母は子どもの「思い」を
受けとめた代理人として保育内容を考慮するなど
し、希望する園を決めて入園の手続きを行ってい
るというべきです……入園後の子どもの生活につ
いては、日常的に子どもの「思い」を受けとめた
保育が求められます。そのさい父母は、保育に対
する子どもの「思い」を受けとめ、それを子ども
の代理人として保育者に伝えることができます。

 （望月 2009: 44‒5）
　望月によれば、子どもの「保育への権利」を保障す
るために、保護者は、子どもの「思い」を受け止め、
代理人として保育に関与していく。ただし、「父母が
子どもの代理人となりうるのは、子どもの『発達しつ
つある能力に適合する方法』で子どもの『思い』を受
けとめた場合に限られます」（望月 2009: 46）と述べ、
第５条の規定が前提であり、第３条１項「子どもの最
善の利益が主として考慮される（the best interests of 

the child shall be a primary consideration）」べきである
ことも示唆している。
　ここで述べられているのは、まさに『Starting Strong 
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III』で指摘されている、「子どもに関する重要な決定
に意見を述べ、参加する権利を認めなければならな
い」という「子どもの教育に対する保護者の権利」の
保障であるといえよう。
　さらに、望月はもう一方の当事者である保育者につ
いても、「子どもの権利を実現する専門職であること
から、子どもの『思い』を直接および正しく受けとめ
る技術を有しており、常にその技術の向上に努めてい
るといえます。……父母と保育者とが、それぞれの権
限と能力を生かし合いながら共同で子どもの『思い』
を受けとめ、子どもの『保育への権利』を実現する」
（望月 2009: 46）と述べている。
　「保護者の教育権」について「私事の組織化」とし
て、より明確に強調したのが堀尾輝久である。堀尾
は、近代社会が公教育を生み出した歴史から、「学校
は家庭の延長であり、その機能の代替であり、別の側
面でいえば、私事の組織化であり、親義務の共同化
（集団化）であった」（堀尾 1971: 14）と指摘し、さ
らに保護者と保育者（教師）の共同についても、以下
のように述べている。
　　子どもの保育と教育の責任は、これをすべて保育

所と学校にまかせるわけにはいかない。親権は、
その一部を専門家としての保母や教師に信託した
のであって、それを放棄したのではない……親は
教師に要求や批判を出し、お互いの意見を調整し
て、協同で子どもの成長を保障するというのが、
今日の公教育のとらえ方の基本にならねばならな
い。 （堀尾 1977: 83‒5）

　ここでは「子どもの教育に対する保護者の権利」を
保障するためにも、「お互いの意見を調整して、協同
で子どもの成長を保障する」という、保護者と保育者
のパートナーシップの重要性が指摘されている。
　冒頭で取り上げた「保育ステーション」の取り組み
の記事にも特徴的なように、一般に「子どもの教育に
対する保護者の権利」についての認識は弱く、これを
保障するという意識が行政、運営者にも弱いように見
受けられる。また、保護者はそのような権利を持って
いることの認識がないまま、自身の権利を放棄させら
れている、ともいえるのではないか。
　基本的な前提として、保護者には「子どもの教育に
対する権利」があり、これを保障し、行使できるよう
にするために、政策的にも、各保育所の取り組みとし
ても意識的に、子どもの代理人として、保護者が保育
に関与していけるよう取り組んでいく必要がある。

５．子どもの達成の質

　『Starting Strong III』では、保護者の関与は、子ども
の発達と学習を促進する重要な政策手段であり、幼児
教育・保育サービスにおける保護者の関与が、子ども
の達成と適応を高めることが示されている（OECD 

2012a: 220）、と指摘されており、『Starting Strong II』
の「質」の７つの面（表１）の内、「⑥子どもの達成
の質あるいは成績の基準」に焦点が当てられている。
　『Starting Strong III』では、家族と地域の関与のタイ
プとして、以下の６つが指摘されている。

表３「家族と地域社会の関与」のタイプ

子ども対象のもの

１． 子どもの発達に関する保護者と保育者のコミュニ
ケーションの設計

２． 子どもを学習者として支援するための家庭環境を
確立する支援

３． 家庭で子どもを援助する方法について、保護者に
情報とアイデアを提供する

施設指向のもの

４． 保護者や地域のボランティアを組織する
５． 意思決定に保護者・地域を含める保護者の参加の
ための組織を設置する

６．地域の資源やサービスの統合・活用
OECD 2012a: 219 Table 4.1

　そして、保護者の関与の重要な側面として、「家庭
学習環境」、「育児知識」、「パートナーシップ」の３点
に整理し、研究を紹介している（OECD 2012a: 222‒7）。
　○家庭学習環境の重要性

・子どもの後の達成と適応を促進する最も効果的なア
プローチは、保護者が家庭で子どもの学習活動に積
極的に関わることを支援することである、というこ
とを示す研究から、家庭学習環境（読み聞かせ、童
謡を歌う、図書館へ行く、数字で遊ぶなど）の重要
性が指摘されている。また、「危機に瀕する」状態
の子どもの義務教育開始時の達成レベルの低さの理
由の１つとして、初期の家庭学習環境の質の低下が
指摘されている。

　○子育てと育児に関する知識

・子育てプログラムが保護者と子どもの両方に積極的
な影響を与えることが示されており、子どもの発達
に重要な役割を果たす子育ての側面には、保護者の
子どもとの交流、家庭学習環境、子どもの発達に関
する理解や知識が含まれる。
・保護者の教育コースへの参加や幼児教育・保育サー
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ビスへの関与の中で、子育てスキルや子どもの発達
と学習に関する知識の向上が見出された。

　○保護者・地域・幼児教育・保育サービス間の戦略

的パートナーシップ

・保護者と保育者の関わりの頻度は施設で提供される
ケアの質にリンクしている。ただし、それは保育者
と保護者の交流の内容に大きく依存し、例えば、送
迎時の短時間の連絡を日課にし、話題を直近のこと
だけに絞ることが効果を持つ。さらに、このような
話し合いが相互の学習の機会にならない場合には、
焦点を絞ったミーティング、ニュースレター、家庭
訪問などで補完すべきである。

・子どもの社会認知的な達成をもたらす幼児教育・保
育は、保護者と教育の目標を共有するという観点で
の強い保護者の関与や、子どもの発達についての定
期的な報告と討議を提供している。

・家庭と施設の共同が子どもの発達に積極的な影響を
与えることには強い根拠があるが、最良の結果を達
成するためには、真のパートナーシップと補完的な
実践が不可欠である。

・保護者と保育者は同じ教育目標を達成しようと努力
し、最良の結果を達成するために活動を協調させ
る。この共同の努力のために保育者は、子どもたち
の達成と保護者の期待に対しての最善の教育実践に
ついて情報交換を行うことが重要である。

・保護者の願望と期待は子どもの達成と強い関連があ
るため、幼児教育・保育は、両親に子どもへの期待
が高くあるように促すべきであり、特に低所得の保
護者の願望を高めることが重要である。

・支援のために家庭を訪問することは、保護者にとっ
ては大きな自信をもたらし、子どもたちは読書活動
やグループ活動に参加する可能性が高くなる。ス
タッフにとっては、子どもや家族と積極的な関係を
築き、子どもの家庭環境が学校の達成にどのように
影響するかをよりよく理解するために役立つ。

　以上のように、『Starting Strong III』では、子どもの
達成と適応にとっての、家庭学習環境の重要性を指摘
した上で、その家庭学習環境の向上のために、保護者
の子どもの発達に関する理解や知識の向上、子どもに
対する期待の向上を目指して、保護者と保育者が共通
の目標を持って、パートナーシップの下で最善の教育
実践について情報交換を行っていくことが、子どもの
達成のために重要であるということが様々な研究から
の根拠を示し述べられている。

　このような取り組みは、2017年告示の『保育所保
育指針』（厚生労働省 2017）でも、「保護者との相互
理解」として、以下のように取り上げられている（厚
生労働省 2017: 55‒6）。
　　保育所保育指針　第４章　子育て支援

　３． 保育所を利用している保護者に対する子育て支
援

　　⑴　保護者との相互理解
　　　ア　 日常の保育に関連した様々な機会を活用し

子どもの日々の様子の伝達や収集、保育所
保育の意図の説明などを通じて、保護者と
の相互理解を図るよう努めること。

　　　イ　 保育の活動に対する保護者の積極的な参加
は、保護者の子育てを自ら実践する力の向
上に寄与することから、これを促すこと。

　ここでは、保育所における保護者と保育者の情報交
換と保護者の参加の重要性が述べられており、特に
「保護者の積極的な参加」については2017年の改定に
おいて新たに加えられた部分である。これは『Starting 

Strong III』の「現在の幼児教育・保育の課題は、保護
者が幼児の発達に果たす重要な役割を受け入れ、可能
な限りサービスに参加させることである」（OECD 

2012a: 219）という指摘と通じる部分とも考えられる。
『保育所保育指針』や『Starting Strong III』で指摘され
ているように、保護者の参加・関与を進めることは、
保育所において、子どもの「健全な心身の発達を図
る」（厚生労働省 2017: 2）ために、現在の日本の幼
児教育・保育において改めて強調される必要がある。

６．保護者が育つ

　『Starting Strong III』では、「家族と地域社会の関与」
の６つのタイプ（表３）のうち、「施設指向」の関与、
すなわち、ボランティアや意思決定への関与は、保護
者の満足度やスタッフのサポートの面で重要であるこ
とは認めながらも、子どもの達成には全く影響しない
ことが研究によって明らかにされていることを指摘し
ている。
　しかし、日本において、そのような関与によって、
直接的な「子どもの達成」ではないが、「保護者の満
足度」にとどまらない、「親が育つ」という側面があ
ること、さらには、「親の教育主体への形成」（大宮 

1980）という成果があることが指摘されている。
　日本には、「親の参画が最も進んだかたちとして、
親たちが自ら運営する」（池本 2016: 12）共同保育所
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や幼児教室といわれる施設が次々と作られていった時
期があった。それは、1950年代から1970年代にかけ
て、保護者が集まり、出資・運営する「共同保育所運
動」、さらに、行政に働きかけ、制度化につなげてい
く「保育所づくり運動」として成果をあげていた（橋
本 2006）。
　宍戸健夫はこのような共同保育所で生まれる共同の
力が「すぐれた実践を生み出す」基盤となっていると
指摘する（宍戸 1989: 117）。また、宍戸は、𡈽方康夫
の「本来の『保育』とは『共同保育』なのだと思って
います」という指摘を度々引用し、「共同」を強調し
ている（宍戸 1989: 120, 2010: 92）。
　堀尾はこの共同保育所について、「まさしく『私事
の組織化』としての公教育の今日的原点があると言っ
てよい」（堀尾 1977: 84‒5）と述べている。
　大宮勇雄は堀尾の「私事の組織化」にふれながら、
共同保育所運動の記録を手掛かりに、運動の中で形成
される共同関係の教育的意義、すなわち、「私生活主
義の否定」の上に成立する「親の教育主体への形成」
を考察している。
　大宮によれば、共同保育所運動の中で、「親や保母
は、『協同』関係の担い手という点で教育力を有する
存在として、教育主体としての根拠を獲得しうる」と
いう意識を得ていく。さらに、「私事性認識の段階に
ある素人と専門家という保母優位の『委任』関係がこ
の段階では変革され」、「共同保育所での親と保母との
関係は、専門家への委任ではなくて、共通の目標に向
う人間としての信頼感、連帯感から生ずる信託関係」
（大宮 1980: 163）が形成される。
　ここからは、『Starting Strong III』でも指摘されてい
たように、保護者と保育者が「共通の目標に向かう
パートナー」として、「共同（協同）」していくことが
重要だと考えられる。
　このような共同の取り組みを「大人が育つ」、「共育
て・共育ち」などと表現し、努力を続けている施設も
多くある。例えば1967年に共同保育所として設立さ
れ、2003年に認可園となった「アトム共同保育園」
が、共同保育所であった1997年に出版した『大人が
育つ保育園──アトム共保は人生学校』では、「アト
ムは、子どもの発達を保障する場であるだけでなく、
そこに参加する保育者・職員・親のこれまでの人生
（教育）の傷を癒し、成長・発達を保障する場＝『人
生学校』でもあった」（山本 1997: 113）と述べられて
いる。

　共同保育所運動とは、保護者が自ら保育所を運営す
るという、まさに「ボランティアや意識決定への関
与」そのものの取り組みである。その中で、保護者が
子どもを保育所に預けるだけにとどまらず、保育者と
の信頼関係を築いていた。
　このような共同保育所運動であったが、「保育所づ
くり運動」の発展の中で、公立保育所や認可保育所が
増えていくにつれ、「共同保育の原理」「共育て」の精
神が不可欠なものではなくなり、「預ける」「預かる」
関係になってしまう保育所が出てきたことを鈴木
（1999: 132）は指摘している。
　また、加藤繁美も、この共同保育所運動の「思想と
実践はその後、『共育て』という言葉とともに、全国
の保育施設で発展させられていくことになっていった
のですが……親たちが変化し、社会が変化する中で、
しだいにこうした関係を構築していくことが困難な状
況になっていったのが70年代後半から80年代という
時期だったわけです。そしてそうした中、90年代に
入る頃から「利用者主権」という名の下に「市場原
理」が保育界の支配的原理に置き換えられるように
なってくると、この関係を再構築する課題はますます
困難になってきた」（加藤 2004: 164）と指摘し、現
状への危機感を表明している。
　現在の「待機児童対策」においては、さらに「市場
原理」に基づく政策が進められているという指摘（杉
山 2008; 中山 2009）や、「待機児童の急増を理由に、
保育施設の民営化を促進する施策が展開されており、
世界の保育の質改革とは真逆の方向に舵が切られてい
る」（泉 2017: 361）という指摘もある。その中で保
護者と保育者の共同はさらに困難になっている現状が
あるのではなかろうか。

７．まとめと今後の課題

　本稿では、『Starting Strong III』で指摘されている保
護者の関与の重要性の側面として、保護者の「子ども
の教育に対して関与する権利」を保障することが基本
的な前提であること、「子どもの達成の質」を向上さ
せる、「家庭学習環境や施設保育の質の向上」のため
に、保護者と保育者の情報交換と保護者の参加が重要
であることの２点について整理・検討を行った。さら
に、『Starting Strong III』では子どもの達成には影響が
ないとされていた、「ボランティアや意思決定への関
与」だが、日本では「親の参画が最も進んだかたち」
といわれる、共同保育所運動という取り組みの中で、
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「保護者が育つ」という側面が指摘されていること、
『Starting Strong III』の指摘にもあった「共通の目標に
向かうパートナー」という関係が重要であることにつ
いて検討してきた。
　『Starting Strong III』の調査対象国においては、「保
護者の関与」に当たって、以下のような課題に直面し
ていることが指摘されている。

表４　「保護者の関与」の課題

①　保護者側の意識とモチベーションの欠如
②　 保護者との幼児教育・保育のコミュニケーション
と支援

③　保護者側の関与する時間的制約
④　保護者の不平等と多様性の増大
OECD 2012a: 12

　現在の日本の経済状況、保護者の労働環境において
も、「③保護者側の関与する時間的制約」が大きく
なっており、また、「④保護者の不平等と多様性の増
大」も進んでいる。その中で保護者の関与・参加をど
のように進めていくのか。
　2017年の『保育所保育指針』の改訂において「保
護者の積極的な参加」を促すことが取り入れられた
が、そこでは「子どもの教育に対する保護者の権利」
については明確にされていない。まずは、「子どもの
教育に対する保護者の権利」を保障するということを
基本的な認識とすることが最も重要である。
　さらに、「子どもの達成の質」を向上させるような
「②保護者との幼児教育・保育のコミュニケーション
と支援」により、「①保護者側の意識とモチベーショ
ンの欠如」を解消していくことが必要である。しか
し、現在の保護者の就労状況・労働環境において、
「保護者側の関与する時間的制約」は大きく、保護者
の参加・関与に対する意識とモチベーションの向上を
図ることは容易ではない。そのために、今後の研究に
おいて、保護者の関与・参加の意義、その内実をさら
に明確に確定し、どのような保護者の関与・参加が必
要かを明らかにしなければならない。その鍵となるの
が「共通の目標に向かうパートナー」という関係であ
り、共同保育所運動・保育所づくり運動の中で、どの
ような「共通の目標」がどのように共有されていたの
かを明らかにすることが有効であると考える。
　さらには、「保護者の関与の重要性」、「子どもの教
育に対する保護者の権利」が現在の政策や現場の実践
の中でどのように認識されているのか、さらには、ど

のように生かされ、取り組まれているかを調査・分析
していくことが必要である。

注

*愛知県立大学人間発達学研究科博士後期課程２年
１） 本稿では引用部分以外において「父母若しくは場合に
より地方の慣習により定められている大家族若しくは共
同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任
を有する他の者」のすべてについて「保護者」と表記す
る。

２） 『Starting Strong III』（OECD 2012a）の引用部分は、筆
者が翻訳し、必要に応じて要約を行なっている。

 文献

朝日新聞，2017，『朝日新聞』，東京版，2017年３月16日．
EU, 2014, Proposal for key principles of a Quality Framework 

for Early Childhood Education and Care. Report of the 

Working Group on Early Childhood Education and Care 

under the auspices of the European Commission, Brussels: 

European Commission.

橋本宏子，2006，『戦後保育所づくり運動──「ポストの
数ほど保育所を」の時代』ひとなる書房．

堀尾輝久，1971，『現代教育の思想と構造』岩波書店．
────，1977，「国民の教育権の構造」堀尾輝久・兼子
仁『教育と人権』岩波書店，71‒98．

井口均，2005，「園児を持つ母親の子育て意識と保育者と
の信頼関係づくりに関する一考察」『長崎大学教育学部
紀要教育科学』（長崎大学），64: 1‒16．
池本美香，2016，「日本の幼児教育・保育制度における親
の参画の現状」池本美香編『親が参画する保育をつく
る』勁草書房，1‒20．
泉千勢，2008，「世界の幼児教育・保育改革最前線」泉千
勢・一見真理子・汐見稔幸編『世界の幼児教育・保育改
革と学力』明石書店，12‒28．

────，2017，「世界の保育から日本は何を学ぶのか」
泉千勢編『なぜ世界の幼児教育・保育を学ぶのか』ミネ
ルヴァ書房，353‒74．

管田貴子，2010，「ヘッド・スタートにおける保育者と保
護者との連携」『弘前大学教育学部紀要』（弘前大学），
103: 111‒17．

加藤繁美，2004，『子どもへの責任』ひとなる書房．
喜多明人，2000，「第５条　子どもの権利行使と親の指導
の尊重」永井憲一・寺脇隆夫・喜多明人・荒牧重人編
『新解説　子どもの権利条約』日本評論社，62‒6．
北野幸子，2014，「第Ⅲ章　保育の質の向上・その改善へ
の戦略12」無藤隆・北野幸子・矢藤誠慈郎『認定こど
も園の時代──子どもの未来のための新制度理解とこれ



39

保護者の保育所への「参加・関与」の重要性の検討

からの戦略48』ひかりのくに．
厚生労働省，2016，「待機児童解消加速化プラン」厚生労
働省．
────，2017，『保育所保育指針（平成29年告示）』厚
生労働省．
望月彰，2009，「父母とともに実現する子どもの権利」全
国保育問題研究協議会編『保育で育ち合う──子ども・
父母・保育者のいい関係』新読書社，32‒50．
中山徹，2009，「厚生労働省主導の保育制度改革は何をも
たらすのか」保育・子ども政策研究会編『岐路に立つ保
育園社会保障審議会少子化対策特別部会はどんな未来を
描いたか』かもがわ出版，43‒68．
日本経済新聞，2017，『日本経済新聞』，夕刊，2017年７

月26日．
OECD, 2001, Starting Strong: Early Childhood Education and 

Care, Paris: OECD Publishing.

̶̶̶̶, 2006, Starting Strong II: Early Childhood Education 

and Care, Paris: OECD Publishing.（2011， OECD編著，星
三和子・首藤美香子・大和洋子・一見真理子訳『OECD

保育白書──人生の始まりこそ力強く：乳幼児期の教育
とケア（ECEC）の国際比較』明石書店．）

̶̶̶̶, 2012a, Starting Strong III: A Quality Toolbox for 

Early Childhood Education and Care, OECD Publishing.

̶̶̶̶, 2012b, Quality Matters in Early Childhood Education 

and Care: Japan 2012, OECD Publishing.

̶̶̶̶, 2015, Starting Strong IV: Monitoring Quality in 

Early Childhood Education and Care, OECD Publishing.

̶̶̶̶, 2017, Starting Strong V: Transitions from Early 

Childhood Education and Care to Primary Education, OECD 

Publishing.

大宮勇雄，1980，「共同保育所運動における親の教育主体
への形成」『東京大学教育学部紀要』第19巻，157‒166．

────，2006，『保育の質を高める──21世紀の保育
観・保育条件・専門性』ひとなる書房．

宍戸健夫，1989，「共同保育運動の意義について」愛知県
共同保育所連合会　設立20周年記念文集編集委員会編
『愛知の乳児保育をひらいた人々──愛知県共同保育所
連合会設立20周年を記念して』愛知県共同保育所連合
会，115‒21．
────，2010，「35周年によせてのメッセージ」愛知県
小規模保育所連合会 「みやまこえて」編集委員会編『み
やまこえて──愛知県小規模保育所連合会35年のあゆ
み』愛知県小規模保育所連合会，88‒94．

杉山隆一，2008，『保育の「市場化」と公的責任』自治体
研究社．

鈴木佐喜子，1999，『現代の子育て・母子関係と保育』ひ
となる書房．

山本健慈，1997，「大人の育ちを支えるもの──アトムに
おける共同の思想と方法」 アトム共同保育所編『大人が
育つ保育園──アトム共保は人生学校』 ひとなる書房，
102‒13．



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


